
 
 
 
 

 
三木地区 

市政懇談会資料 
（書面回答） 



担当課

生活環境課

財政課

財政課
道路河川課

交通政策課

生活環境課

消防本部警防課

道路河川課
教育施設課

農業振興課

福祉課9 民生委員のあり方について

6 消火栓や消防設備の整備について

7 市内道路、通学路の安全対策について

8 食糧危機への対応について

3 町内道路と近隣の空き地利用について

4 神戸電鉄　三木駅舎について

5 清掃センターについて

1 防犯カメラの設置について

2 土手の草刈りについて

地区からの意見・提言（書面回答）

三木地区

意見・提言の内容



 

市政懇談会 書面回答 
地区名 三木地区 

意見・提言等 １ 防犯カメラの設置について（新町） 
（内容） 

地域の安全・安心を維持していくための対策として、防犯カメラ

設置の必要性を実感している。費用補助では、費用負担を軽減でき

ても維持管理の負担軽減はできない。生活環境、防犯を優先するな

ら、地域負担をなくし、基本は県と市で負担してくべきと考える。 
回 答 （担当課）市民生活部 生活環境課 

三木市では、防犯カメラの設置について、自治会やまちづくり協

議会、防犯グループ等の地域団体が設置する場合に経費の一部を助

成する防犯カメラ設置補助事業を実施しています。この事業は、地

域団体が地域安全まちづくり活動を取り組む中で、防犯設備面から

支援しようと兵庫県が補助事業を制度化したものであり、本市もこ

の主旨に賛同し随伴補助を行っているものです。 
兵庫県や三木市では、安心安全な地域づくりは、地域団体による

日常的な「地域安全まちづくり活動」が重要と認識しています。防

犯カメラは、防犯灯などと共にその取り組みの一部としての設備面

での対応であると位置付けており、設置費用の一部を補助する制度

を変更する考えはございません。 
なお、他市では防犯協会からの補助がありませんが、三木市では

三木防犯協会からの補助があるため、他市よりも防犯カメラ設置に

関する地元負担は軽減されております。 
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市政懇談会 書面回答 
地区名 三木地区 

意見・提言等 ２ 土手の草刈りについて（杣宮） 
（内容） 
 福井町財産区（元池）の土手の草刈りを近隣の住民で行っている

が、夏場に何回もすることになっている。高齢者も多くなり、負担

が大きくなっている。市の方でも１回ぐらいは刈ってもらえない

だろうか。 
回 答 （担当課） 総務部 財政課 

 ご意見のとおり、ため池跡地の土手の所有者は福井町財産区と

なり、三木市の所有地でないため、市で草刈りを行うことはできま

せん。各財産区の所有地は、財産区内の地域住民の方により維持管

理が行われています。 
財産区は、その地域の公共利益のために存在している特別地方

公共団体であり、財産（土地や現金）の管理及び処分を行うことが

できます。 
そのため、例えば、財産区として、草刈りを民間事業者に依頼さ

れることについて、地域住民の方で構成される福井町財産区管理

会が承認し、同管理会から区有金（財産区の所有金）の交付申請が

あれば、当該土地は福井町財産区の財産であるため、草刈りの費用

を同財産区の区有金から支出することができます。 
区有金の支出事務は、三木市で行っています。不明な点等があり

ましたら、財政課財産管理係までご連絡ください。 
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市政懇談会 書面回答 
地区名 三木地区 

意見・提言 ３ 町内道路と近隣の空き地利用について 
（前田町） 

（内容） 
三木鉄道記念公園の北側から高木方面に通じる道路を広げる話

は、その後どうなっていますか。家を後ろに下げるつもりの方もあ

られたようですが、将来１メートルでも広がるという予定はない

のでしょうか。 
それと合わせて、福井コミセンの第２駐車場の奥から西側にか

けて空き地がありますが、ここの地目を宅地に変更するという話

を聞きます。前述のように道が広がらないと抜け道もなく、不安な

面もあり宅地化には反対です。もし宅地にするなら、周辺地区の避

難所の建設を要望します。 
回 答 （担当課）都市整備部 道路河川課 

総務部 財政課 
 ご指摘の道路（市道旧三木駅高木線）については、長期にわたり

未整備となっている都市計画道路であったため、その役割や機能

について再検証を行い、その結果について対象の住民へ説明を行

ったうえで、（都）高木平田線の交差点から東側を平成２７年３月

１０日に都市計画道路の廃止を行いました。現段階で道路改良計

画はありませんが、道路としては幅員４ｍが確保できていない狭

い道路で、周辺の土地利用や交通利用状況等において課題がある

と認識しております。 
ついては、狭隘道路の整備方法等について、現在、検討を進めて

いるところです。解消に向けた取組みには時間を要しますのでご

理解をお願いします。 
また、ご意見にある空き地につきましては、公共事業の際の代替

地として、平成２年度に取得しましたが、取得から３０年以上過ぎ

た現在、取得当時とは事業計画が変わり、代替地として使用する計

画が無くなりました。 
使用する計画が無くなった土地につきましては、まず、元所有者

に取得の意向を確認します。元所有者に取得の意向がない土地に

つきましては、廃棄物の処理には利用できないなどの条件を付け
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たうえで、入札により売却相手を決定することになります。 
当該土地の利用方法は売却相手方が決定します。仮に、落札した

民間事業者が宅地開発を行う場合は、三木市開発指導要綱等によ

る協議を市と民間事業者で行うことになります。 
なお、当該地区（三木地区美嚢川左岸）の避難所として、福井コ

ミュニティセンターを平成２８年に整備していますので、災害時

には、同センターへの避難をお願いします。 
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市政懇談会 書面回答 
地区名 三木地区 

意見・提言等 ４ 神戸電鉄 三木駅舎について（前田町） 
（内容） 
 神戸電鉄の三木駅について、新装されましたが、ホームやホーム

の屋根は錆びたままで、上り方面の入口から見れば以前のままです。  

見栄えだけでなく、ホームも美しく改装してはどうか。 
回 答 （担当課）都市整備部 交通政策課 

 この度のご意見につきまして、三木駅のホーム部分を管理してい

る神戸電鉄（株）に確認したところ、本年度は下りホームのベンチ

の増設及び背壁の改修を実施する予定であると聞いております。 
 なお、その他の改良についても、引き続き検討中ですが、改良工

事には多額の費用がかかり、早期着手は難しいと聞いております。 
 ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 
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市政懇談会 書面回答  

地区名 三木地区 

意見・提言等 ５ 清掃センターについて（前田町） 

（内容） 

何年か前に清掃センターの老朽化に対応した今後の予定等につ

いて住民説明会で聞いたのですが、その後の事業の進捗状況はど

うなっていますか。 

回 答 （担当課）市民生活部 生活環境課 

 次期ごみ処理施設整備事業は、令和１１年度の稼働開始を目指

し、事業を進めています。 

現在の進捗につきましては、令和３年度までに、施設の基本構

想、基本計画、ＰＦＩ導入可能性調査、用地測量、地質調査を実施

いたしました。 

また、令和４年度は、施設整備基本設計、敷地造成基本設計、生

活環境影響調査を実施しているところであります。 

令和５年度以降は、施設整備の詳細設計及び施設整備事業者の

選定を行い、令和７年度から建設工事に着工する予定としていま

す。 

なお、過去に実施した事業の結果につきましては、随時、ホーム

ページで公表しており、全体スケジュールは、基本計画に記載して

います。（別紙 次期ごみ処理施設整備基本計画［概要版］参照） 

 

※ＰＦＩ導入可能性調査 

公共施設の建設及び運営等に民間の資金とノウハウを活用し、

民間主導で公共サービスを提供が可能かどうかを調査するもの。 
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三木市 次期ごみ処理施設整備基本計画【概要版】 

2022（ 令 和 4） 年 3 月  

 

１  は じ め に （ 基 本 計 画 本 編 ： は じ め に ）    

三木市では、1998（平成 10）年に供用開始した三木市清掃センターで、一

般廃棄物（可燃ごみ）を適正に処理しているが、施設の老朽化が進んでいるこ

とから、使用期間が 30 年を経過する 2029 年を目途に、次期ごみ処理施設の整

備を進めている。 

近年、ごみ処理施設はごみを焼却処理するだけではなく、資源化をより進め

るとともに、ごみの持つエネルギーを積極的に回収し活用することで、循環型

社会や脱炭素社会の形成に寄与する施設にしていくことが求められている。  

本計画は、基本構想策定時（2020（令和 2）年度）と同様に、「次期ごみ処

理施設の整備に係る庁内検討委員会（4 回開催）」において検討するととも

に、外部有識者 2 名の意見を踏まえ、施設整備にあたっての基本的事項及び整

備方針等をとりまとめたものである。 

 

２  施 設 整 備 の 基 本 方 針 （ 基 本 計 画 本 編 ： p28）  

次期ごみ処理施設の基本的な方向性を示す指針として、基本構想で定めた基

本方針を再検討し、以下のとおりとした。 

表 1 施設整備基本方針  

方 針 １ 

持 続 可 能 社 会 の形

成 に寄 与 する施 設  

  ごみの処 理 過 程 で発 生 する素 材 等 についても積 極 的 な資 源 化 ・再

利 用 を行 い、循 環 資 源 の有 効 利 用 に寄 与 する施 設  

  公 害 防 止 対 策 に万 全 を期 し、周 辺 環 境 へ与 える負 荷 が低 い施 設  

  地 球 環 境 の保 全 に配 慮 し、エネルギーを効 率 的 に活 用 する施 設  

方 針 ２ 

安 定 的 で 、 安 全 ・

安 心 なごみ処 理 を

確 保 する施 設  

  安 定 的 なごみ処 理 体 制 を確 保 できる施 設  

  安 全 な運 転 に努 め、地 域 住 民 の安 全 ・安 心 を確 保 できる施 設  

方 針 ３ 

地 域 と共 存 する施 設  

  周 辺 環 境 との調 和 を意 識 したデザインとし、市 民 に親 しまれる施 設  

  環 境 学 習 を推 進 するとともに、ごみ処 理 に関 する情 報 発 信 を行 い、

住 民 の意 識 向 上 に資 する施 設  

  災 害 発 生 時 において地 域 に貢 献 できる施 設  

方 針 ４ 

経 済 性 に優 れた施 設  

  施 設 建 設 時 のイニシャルコストに加 え、維 持 管 理 費 を含 めたライフ

サイクルコストの低 減 に配 慮 した施 設  
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３  施 設 規 模 （ 基 本 計 画 本 編 ： p11～ 14、 p30～ 31、 p64）  

本計画では、計画目標年度（2029 年度）における処理対象量を１人あたり

のごみ排出量に推計人口を乗じて算出する方法と、今後のごみ減量化施策に

よる効果を反映させて算出する２パターンで検討したが、双方の値に開きが

あるため、本計画では双方の中間値を使用して施設規模を設定した。  

なお、施設規模の設定は最重要事項であり、今後も直近の処理実績値を推

計に反映させながら最適な処理対象量を求めるものとする。  

表 2 可燃ごみ処理施設の規模  

 焼却方式  ハイブリッド方式 

施設規模  

（災害廃棄物向けに

10％の余力を含む）  

80t/日  

(40t/日×2 炉) 

メタン発酵施設： 

約 35t/日（ 1 基） 

焼却施設： 

約 70t/日（ 1 炉） 

表 3 粗大ごみ・資源ごみ処理施設の規模  

 

４  処 理 方 式 の 選 定 （ 基 本 計 画 本 編 ： p35～ p38）  

可燃ごみの処理方式について、ストーカ式による焼却方式とメタン発酵施設

と焼却施設を併設するハイブリッド方式を基本方針とその評価項目ごとに比較

検討を行った結果、「ハイブリッド方式」に優位性が認められた。  

「ハイブリッド方式」は、生ごみなどから発生させたメタンガスで行う発電

と焼却施設での蒸気発電により、大きな発電が期待できるため二酸化炭素の削

減効果が大きく、市が目指す「カーボンニュートラル」や「循環型社会」の形

成に寄与する施設になると判断した。 

表 4 処理方式の評価結果  

基 本 方 針 と評 価 項 目  
焼 却 方 式  

（ストーカ式 ） ハイブリッド方 式  

方 針 １ 持 続 可 能 社 会 の形 成 に寄 与 する施 設  〇 ◎ 

方 針 ２ 安 定 的 で、安 全 ・安 心 なごみ処 理 を確 保 する施 設  ◎ 〇 

方 針 ３ 地 域 と共 存 する施 設  〇 ◎ 

方 針 ４ 経 済 性 に優 れた施 設  〇 ◎ 

処 理 方 式 の評 価  ◎１ 〇３ ◎３ 〇１ 

 破砕・選別・圧縮方式 備 考  

粗大ごみ（あらごみ） 16.2 t/日   ３種 類の処理対象ごみに つ

いて ３系列個別の処理ラ イ

ンを 設置して処理する  

金属・鉄類  2.3 t/日   

ペットボトル 0.4 t/日   

合   計  ≒  19 t/日   
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ハイブリッド方式（メタン発酵施設＋焼却施設）の標準的な処理フローを以

下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ハイブリッド方式の処理フロー  

 

５  環 境 保 全 計 画 （ 基 本 計 画 本 編 ： p75～ 84）  

可燃ごみ処理施設における排ガスの管理基準値（案）を以下に示す。  

その他、騒音・振動や悪臭については、地域における規制値を遵守する。ま

た、施設からの排水は下水道放流を予定している。 

表 5 排ガス基準値（案）  

項 目  自主管理基準値 法規制値 

硫黄酸化物（ppm） ※ １  30  約 3,600※ １  

ばいじん（g/ｍ 3N）  0.01  0.08 

塩化水素（ppm）  40（ 66 ㎎ /ｍ 3N）  430（ 700 ㎎ /ｍ 3N）  

窒素酸化物（ppm）  50  250 

一酸化炭素（ppm） ※ ２  30  100 

水銀（μg/ｍ 3N）   30  30 

ダイオキシン類（ng-TEQ/ｍ 3N）  0.1  1 

※ １ ：事 業 候 補 地 は K 値 14.5 と 定 め ら れて お り 、今 後 の 詳 細 設 計に て 検 討 す る煙 突 高 や 排 出 ガ

ス 量 か ら 、排 ガ ス濃 度 規 制 値（ ppm）が 定 ま る が 、現 計 画 時 点 に お いて は 、焼 却 施 設 規 模（ 70

ｔ /日 ）に 対 し て 、有 効 煙 突 高 を 69ｍ （ 計 画 上 の 実 煙 突 高 さ 59ｍ ＋ 10ｍ ）、排 出 ガ ス 量 （ 全

炉 ） を 19,000ｍ 3N/ｈ で 想定 し 、 硫 黄 酸化 物 濃 度 の約 3,600ppm を 仮 算 定 し た。  

※ ２：法 規 制 値 は 廃 掃法 施行 規 則 第 4 条 の 5 に よ る 。30ppm は「 ごみ 処 理 に係 るダ イ オ キ シ ン 類

発 生 防 止 等 ガ イ ド ラ イ ン（ 新 ガ イ ド ラ イ ン ）」 を 参 考に 運 転 管 理 上の 数 値 と し て 設 定 す る も

の で あ る が 、 自 主 管 理 基準 値 と し て は 設定 し な い 。   

可燃ごみ

前処理設備

（選別設備） ミキサー
（定量切出混合機）

発酵槽

（乾式）

ガス発電機

売 電

熱回収施設

（焼却設備）

選別対象ごみ

（発酵適物）

直接焼却ごみ

(発酵不適物）

蒸気タービン

発電機

脱水設備

分離水処理設備

排水処理設備

排ガス処理設備

希釈水

希釈水

脱水残さ

売 電

（余剰電力）

（余剰電力）

焼却灰・飛灰

処理設備

搬出処分

選別ごみ
基質（発酵原料）

発酵残さ

処理水

分離水

処理水（排ガス冷却水）

回収熱・蒸気

焼却残さ

脱水汚泥（固形分）

バイオガス

メタン発酵施設

焼却施設

排ガス

焼却灰

飛灰
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６  全 体 配 置 計 画 （ 基 本 計 画 本 編 ： p72～ p74）  

事業候補地（既存処理施設用地の新規拡張地範囲）における次期ごみ処理施

設の全体配置（案）と施設関係車両の動線計画（案）を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 次期ごみ処理施設の事業候補地及び全体配置･動線計画 (案 )  

 

７  全 体 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル （ 基 本 計 画 本 編 ： p95）  

2029 年度の施設稼働開始に向けた施設整備スケジュール（案）を以下に示す。 

表 6 施設整備スケジュール（案）  
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030～

(R2) (R3) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12～)

施設整備基本構想

循環型社会形成推進地域計画

施設整備基本計画

PFI導入可能性調査

用地測量・地質調査

施設整備基本設計

敷地造成基本設計

生活環境影響調査

都市計画決定

関係機関協議等

施設整備発注支援

敷地造成工事

施設工事

施設工事の設計・施工監理

新施設稼働開始（2029年4月～）

旧施設解体 調査・設計

旧施設解体工事※

※ 旧施設解体工事は2029年度以降に行う予定

　　　　　　　　　　　年　度
事業項目

供用開始

用地測量・
地質基礎調査

地質詳細調査

凡 例  

事 業 候 補 地  

三 木 市 清 掃 セ ン タ ー  

出 典 ： 国 土 地 理 院 地 図 に 加 筆  
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市政懇談会 書面回答 
地区名 三木地区 

意見・提言等 ６ 消火栓や消防設備の整備について（新宿） 
（内容） 

消火栓とホースの点検を行ったときに、ホースが届かず、他の格

納箱からホースを調達しなければいけない場合がある。狭い道も

多くあり、いざという時に困難が予想される。そのため、消火栓の

増設やホース類の追加などはできないのでしょうか。 
回 答 （担当課）消防本部 警防課 

 消火栓の近くには地元自治会により消火栓ボックスを設置して

いただいており、住民による初期消火に有効なものとなっていま

す。 
 ご意見にあるように、ホースが届かない場合は、他のボックスか

ら持ってきて繋げる等、各地区で行われている自主防災訓練でも

提案しています。 
ホース類の追加については、地元要望があれば事情をお聴きし

て、補助金での整備について協議させていただきたいと思います。 
 また、消火栓の増設については、三木地区の消防水利は比較的豊

富で充足していると考えており、現時点で増設の予定はございま

せん。 
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市政懇談会 書面回答 
地区名 三木地区 

意見・提言 ７ 市内道路、通学路の安全対策について 
（新町） 

（内容） 
道路歩行レーンの整備が必要。交通量が多いにもかかわらず、路

側帯のカラー舗装が薄くなっていたり、着床がなかったりしてい

るところがある。学童の通学安全や高齢者の歩行時の安全確保の

ためにどういう対応をされているか、具体的に提示願いたい。 
回 答 （担当課）都市整備部 道路河川課 

     教育総務部 教育施設課 
 道路の安全対策については、道路管理者だけでなく、関係機関が

連携して検討したうえで対策を講じることとしています。その中

で路側帯のカラー舗装や看板の設置等の物理的対策や注意喚起な

どのソフト施策等、その場所にあった対策を実施しているところ

です。 
 三木地区におきましては、新宿線において（三樹小学校付近から

府内大村線まで）、今年度から路側整備を実施し歩行者の空間を確

保するとともに、路側帯のカラー舗装も実施する予定としており

ます。 
現在、カラー舗装や外側線などの薄くなったところについては、

パトロールを行いながら、適宜、塗り直し等を実施しているところ

です。市域全体を管理する中、行き届いていない箇所につきまして

は、ご報告を頂けましたら、現地確認を行い対応いたしますので、

よろしくお願いします。 
歩道の設置につきましては、計画のある路線について用地確保

等できましたら順次進めて参ります。 
なお、三木市では、各小中学校の通学路において、安全確保に向

けた取組を行う「三木市子どもの移動経路安全推進会議」を設置し

ています。会議では、各学校から挙げられた危険箇所について関係

機関（道路管理者・警察・生活環境課・教育委員会・学校等）が集

まり、検討したうえで対策を講じることとしております。 
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市政懇談会 書面回答 
地区名 三木地区 

意見・提言等 ８ 食料危機への対応について（明石町） 
（内容） 
① 市全体での食料生産高や自給率等の調査 
② 市民に対する啓蒙活動、空き地や耕作放棄地の有効活用のアド

バイス 
③大量生産されたときの食糧廃棄の有効活用 

回 答 （担当課）産業振興部 農業振興課 
① 国内の令和３年度の食料自給率はカロリーベースにおいて３

８％と低い水準となっています。三木市内の食料生産高や自給

率の調査を行う予定はありませんが、水田を全て主食用米とす

ればカロリーベースで８０～９０％の自給が可能ではないかと

考えます。農村地域をもつ三木市の食料需給を検討した場合に

は、需給率がひっ迫することは考えられませんが、常に生産量

と品目については検討を行って行きたいと考えています。 
② 全国的に農地面積が減少しており、農産物の需給率を確保する

ためには、農地転用や耕作放棄地の抑制が必須となります。三

木市としても、農業者の方には各種会議での呼びかけや農業委

員会からの指導により、農地の適正管理に努めていただいてい

るところです。農家の高齢化、後継者不足等の課題に対して、

農地の集約化や担い手の育成等を進め、地域や組織による耕作

放棄地抑制が行えるような施策に取り組んでまいります。 
③ 食品廃棄の問題は食料需給率とも関連していると認識しており

ます。ただ、生産過多による廃棄については、農業経営に直結

する農産物価格の安定化に必要な措置であり、安易に分配等の

措置をとることはできません。しかし、食品廃棄を減少させる

必要はあるため、これからは、長期保存が可能な加工技術等を

検討など、農業の６次化に向けた新たな農業を農家と共に考え

ていきたいと考えます。 
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市政懇談会 書面回答 
地区名 三木地区 

意見・提言等 ９ 民生委員のあり方について（東紫美ケ丘） 
（内容） 

地元住民が民生委員に相談に行くと、「それは民生委員の仕事では

ない」や「三木市や区長と相談しろ」と言われたという話を耳にす

る。このような民生委員の資質をあげたり、変更するなどの対策は

あるのか。 
回 答 （担当課）健康福祉部 福祉課 

 民生委員は民生委員法等に基づき、厚生労働大臣から委嘱された

地域を担うボランティアで、同じ地域で生活する住民の一員として

皆様からの様々な困りごとや心配ごとに関する相談に応じ、必要な

支援を受けられるよう、地域の専門機関への「つなぎ役」としての

役割を担っていただいています。 
 任期は３年で、就任の際に職務や活動等の研修を受講いただくと

ともに、毎月開催する定例会等で資質向上に努めていただいており

ます。 
 民生委員は地域の「つなぎ役」でありますが、相談内容によって

は区長や直接市に相談されるほうがスムーズな場合もございますの

で、ご理解くださいますようお願いいたします。 
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